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 令和３年度芦屋すこやか長寿プラン２１評価委員会 会議録 

 

■会議録  □会議要旨 

日  時 令和３年１０月８日（金） 午後１時３０分～３時３０分 

会  場 芦屋市役所 分庁舎２階 大会議室１・２ 

出 席 者 委 員 長 澤田 有希子 

委  員 上住 和也   岩本 仁紀子   宮平 太 

谷  仁    北田 惠三    和田 周郎 

柴沼 元    瀬尾 多嘉子   旭  茂雄 

河野 信子   三宅 勝    

欠席委員 安住 吉弘   仁科 睦美    松本 有容 

     渡辺 史恵   木村 真     仲西 博子 

     中山 裕雅 

関 係 課 福祉部監査指導課 

篠原 隆志 

事 務 局 事 務 局 福祉部高齢介護課 

浅野 理恵子  吉川 里香    田中 裕志 

田尾 直裕   大西 貴和    西田 祥平 

中島 有加   鷲見 保乃香   森松 佐由利 

会議の公開  ■ 公開   

傍聴者数 ０ 人 

 

 

１ 議事 

（１）第８次芦屋すこやか長寿プラン２１（平成３０年度～令和２年度）の

評価について 

（２）その他 

 

２ 資料 

・芦屋すこやか長寿プラン２１評価委員会設置要綱 

・【資料１】令和３年度芦屋すこやか長寿プラン２１評価委員会 議事次第 

・【資料２】第８次芦屋すこやか長寿プラン２１現行計画進捗状況について 

（平成３０年度～令和２年度） 

・【資料３】事業実施状況について（令和２年度） 
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３ 審査（議）経過 

上記の議題について事務局より報告，説明し，委員に意見聴取する。 

 

４ 開会 

（事務局 浅野） 

 事務局紹介 

 

５ 議事 

（１）計画の概要と評価について 

 

（澤田委員長） 

早速，議事１番目の計画の概要と評価についてから進めてまいります。今回は

平成３０年度から令和２年度までの３年間の評価を行うものです。引き続きの

委員の方もいらっしゃいますが，初めて今回この評価に関わる委員の方もおら

れますので，まず事務局より簡単に計画の概要と評価シートについて説明をお

願いいたします。 

（事務局 浅野） 

「第８次芦屋すこやか長寿プラン２１」の概要及び評価シートの見方について

説明 

（澤田委員長） 

今，説明いただきました評価シートの見方についてはお分かりいただけまし

たでしょうか。質問がありましたらお願いいたします。 

 

（２）第８次芦屋すこやか長寿プラン２１ 平成３０年度～令和２年度の評価

について 

 

（澤田委員長） 

 それでは，議事２番目，第８次芦屋すこやか長寿プラン２１の平成３０年度か

ら令和２年度の評価について進めていきたいと思います。 

  事前にこの評価に関して，シートを送付いただいておりますので，まず事務局

より，今計画で新規，あるいは充実となっている項目や，平成３０年度から令和

２年度に特に取り組めた施策，逆に課題となっているものをピックアップして，

簡潔に説明をしていただきたいと思います。 

 基本目標が１から４までの４つに分かれていますので，これからの進行は基

本の目標ごとに進めていきたいと思います。委員の皆様はその説明を聞いた後，

質問，御意見や，もう少しここを詳しく知りたい，などありましたら，その都度
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言っていただければと思います。十分時間がございますので，一つ一つ丁寧に見

ていければと思います。よろしくお願いします。では，まず基本目標１からお願

いします。 

（事務局 西田） 

 私からは，基本目標１の「高齢者を地域で支える環境づくり」について御説明

させていただきます。よろしくお願いいたします。 

  １－１「高齢者の総合支援体制の充実」から御説明させていただきます。Ｂ

「医療・介護連携の推進」に記載している②の，支援者が連携し，病院から在宅

等への移行を円滑に実施するため，芦屋市，西宮市で検討を重ね，共通ルール，

西宮市・芦屋市退院調整ルールを活用しております。また，活用状況把握のため

に行ったアンケート結果を基に，退院調整ルール点検協議会を開催し，ルールの

適切な運用等について，周知，協議を行いました。なお，参集が難しいコロナ禍

ですのでオンラインを活用し，運営について検討を継続しております。 

  続いてＣ「共生型サービスの特例等による介護保険と障害福祉制度の連携」に

記載しております，①の，ケアマネジャーと障がい福祉サービス担当の相談支援

専門員が連携をスムーズに行えるようプロジェクトチームを立ち上げ，障がい

福祉サービスから介護保険サービスへスムーズに移行できることを目的とした，

障がい・高齢連携グランドルールを策定いたしました。今後も介護，障がいの制

度の両面から課題把握に努めてまいります。 

  また，②の障がいサービスから介護保険サービスへ移行になった場合も，なじ

みの事業所を御利用いただけるよう，事業所から共生型サービスの指定申請が

あった場合には，市として指定を行える体制を整備しております。引き続き，厚

生労働省のアンケート等の調査結果を通じて，市内の共生型サービス需要の把

握に努めてまいります。 

 続きまして，１－２「高齢者生活支援センターの機能強化」について御説明さ

せていただきます。Ｄ「地域ケア会議の運営管理（ＰＤＣＡ）の向上」に記載し

ております，④リハビリ職と連携し，介護予防のための地域ケア会議を開催する

ために，市内で勤務するリハビリ職の把握を行ったところ，それがきっかけとな

り，芦屋ＰＴＯＴＳＴ連絡会が立ち上がりました。これにより，地域ケア会議に

継続してリハビリ職の方に御参加いただける安定した体制が整い，今後の事業

についてもリハビリ職の方と連携して検討を進めているところであります。 

  １－４「地域での見守り体制を充実」の説明をさせていただきます。Ａ「日常

的な見守り体制の整備，充実」に記載しております，④地域見まもりネットの参

加事業者と各連絡窓口が円滑に繋がるよう周知，啓発を行いました。令和２年度

末時点で１３０事業所に登録いただいております。参加事業者の増加に努めて

おりますが，加入者数に変化はない状況です。ただ，高齢者虐待を早期発見する
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ためのリーフレットの送付，認知症サポーター養成講座の案内を送付するなど

して，見守り強化と周知啓発を継続してまいりました。 

  １－６「認知症高齢者への支援体制の推進」について御説明させていただきま

す。Ａ「認知症に関する正しい知識の普及・啓発」に記載しております，④小中

学生への講座として，キッズスクエアや，学校の福祉学習で認知症サポーター養

成講座を実施いたしました。 

  また，認知症高齢者介護家族を支援する人材を育成するために，認知症サポー

ター養成講座を継続実施し，年間受講者数の増加を目指しております。令和２年

度は新型コロナウイルス感染症の影響で，令和元年度に比べると実施回数，受講

者数は減少しておりますが，累計で１１，８６８人の方が受講いただいている状

況です。 

  Ｃ「早期発見，相談体制の充実」に記載しております，認知症初期集中支援チ

ームの効果的な活用ができるよう，初期集中支援チームの検討会議では，高齢者

生活支援センターで受け付けた相談について分析を行いました。さらにあしや

の高齢者福祉と介護保険のパンフレット及びホームページへの掲載，啓発用チ

ラシの作成及び配布を行うことで周知・啓発を行っております。 

  Ｄ「認知症の人や介護家族への支援の充実」に記載しております，③消費生活

トラブルの被害に遭わないように行った啓発活動では，多発している悪質商法

のチラシを高齢者関連施設に継続配布し，見守りの観点から見守り講座を実施

しております。地域での見守り強化に向け，消費生活サポーター養成講座も実施

されております。 

  また，充実，新規ではないですが，若年性認知症の方の困り事や支援ニーズに

ついての把握が進んでおります。ただ，明確に市内でどれだけの方がおられるか

把握はしきれておりません。問題点としては，若年性認知症の相談を相談センタ

ーに確実に相談いただけていない状況がございます。昨年度から特に力を入れ，

周知・啓発を引き続き行っていき，若年性認知症の方をできるだけ正確に把握で

きるよう取り組んでいきたいと思っております。 

  私からは以上です。 

（澤田委員長） 

基本目標１について説明をしていただきましたが，皆様から質問や御意見が

ありましたら，ランダムに御発言いただければと思います。 

（瀬尾委員） 

２ページ目辺りに民生委員のことが出ており，民生委員と引き続き連携を取っ

ているということですが，民生委員側からすると，それなりの理由があってされ

ていることだと思いますが，最近，各町の民生委員さんが公表されておりません。

広報あしやの特集記事では，民生委員に用事があるときは，地域福祉課までお尋
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ねくださいというふうに出ております。 

  しかし，現実問題として，市役所に尋ねてまでということは高齢者のかたは

面倒くさがられます。私自身，何年か前まで民生委員をしていたので，私へ「手

伝ってください。」と相談に来られますが，私は民生委員ではありませんので，

新しい民生委員のお名前をお伝えします。しかし，「電話番号までは分かりませ

ん。」と言うと，「知らない人のところ，電話番号も教えてもらえない人のとこ

ろに行くのは嫌なので，あなたがやってください。」と言われ，私は民生委員で

はないが，同じ町内に住む友達として，できるお手伝いはいたしましょうとい

うことで何件かしてきました。私自身はそのような体験もしております。 

 私が所属しておりますＮＡＬＣが，芦屋市内，大体地域包括支援センターのあ

る区画に合わせてブロックを作り，見守りをしております。見守りが必要となり，

民生委員さんに手伝っていただきたいことが出てきた際に，誰か分からないの

で自治会長さんのところへ聞きに行きました。そうすると，「どこか知らないの

ですが，配っている大きな地図の紺色の丸がついているところです。」と言われ

ました。しかし，高齢者は紺色の小さな丸印を探すのが大変です。 

  なので，せめて民生委員さんが担当している区域については，名前と電話番号

をポスティングしていただければ，随分助かるのではないかと思います。公表し

なくなったのは理由があると思いますが，市民側にとっては市民側の要望もあ

ると思います。ですので，その件は色々な関係機関で相談し，もしできることで

あれば，以前のように小さなカードに名前と電話番号を書いたものをポスティ

ングされると，電話の前に貼ったり，壁に貼ったりしていただけるので，そのよ

うな方法も検討していただきたいと思います。 

  もう一つは認知症のことです。９４歳の男性が散歩していると，５０歳ぐらい

の女性に，「どこへ行くの。」と聞かれ，「散歩して今から帰る。」と言うと，

「家まで送ってあげます。」と言って付いてこられ，いろいろ聞かれたそうです。

「あれは怪しいおばさんですか。」と言われました。「いや，私はその場にいな

かったので分からないが，怪しくないかもしれない。今，オレンジリングを持っ

た認知症サポーターの方は学んでいる方が多いので，親切心から行動されたの

かもしれないが，もし分からないのであれば，あまり自分のプライバシーをその

ような人に言わないでください。夫が９４歳，妻が９０歳で，２人で暮らしてい

ます，などと言うと危ないので，もし，年寄り２人ですなどと話してしまった場

合は,家内と暮らしているが，近場に子供たちが別所帯でサポートしてくれてい

ます，などと言っておいてください。そうでなかったら，別に，はあ，とか，ふ

う，とか言っておいてください。」と言いました。そのような体験もしましたの

で，発言しました。 

（事務局 田尾） 
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民生委員の氏名や担当区域は広報に載せております。電話番号は載せていま

せんが，担当区域と氏名は，年に１回は広報に載せていると思います。 

（事務局 吉川） 

直近の日時までは事務局に確認しないと分かりませんが，定期的にはお知ら

せが必要なことですので，載せるようにはさせていただいております。 

（瀬尾委員） 

以前は，２月頃の広報に掲載されておりましたが，現在はそれがないと言われ

ました。 

（事務局 吉川） 

一応継続的にはしているつもりですが，今，資料を持っていないため，はっき

りとしたお答えはできないですが，電話番号を載せていないことは確かです。 

（宮平委員） 

社会福祉協議会の宮平です。社会福祉協議会で，地区福祉委員会という民生委

員と福祉推進委員，先ほど話も出ていた方々で概ね小学校区ごとに委員会を作

っております。その委員会で，１年に１回広報誌を発行しており，できるだけそ

の広報誌に委員の氏名と，地区によっては電話番号まで載せている地区もあり

ます。そのような形で，恐らく市内全体であれば，対象でない地区の方がいらっ

しゃるので，電話番号を載せることは難しいかもしれないですが，小学校区ごと

の広報誌に載せている地区もあります。 

（澤田委員長） 

なかなかうまく伝わっていなかったということなのでは，と思いますが，広報

をされているということなので，これからうまく伝わるようにというところが

課題かと思いました。 

（上住委員） 

基本目標１－１のＣ「共生型サービスの特例等による介護保険と障害福祉制

度の連携」についてです。障がい福祉サービスを受けられている方が例えば６５

歳以上になり，介護サービスを受けられることになった場合，障がい者福祉サー

ビスと介護サービスのどちらを優先するというか。それにより，例えばケアマネ

ジャーと障がい福祉サービス相談支援専門員の連携はどのようにするか。どち

らがこれをやりましょう，それとも分けてやるのか，それとも一気に介護へ移行

していくなど，そのような会議を行って共有するのか，少し教えていただきたい

と思います。 

（事務局 田中） 

 ６５歳になられた方につきましては，原則介護保険のサービスを利用してい

ただくことになります。ただし，利用されたい障がいサービスが介護保険にない

場合は引き続き障がいサービスを御利用いただくことになります。 
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 さらに，介護保険サービスと障がいサービスのご利用については，介護保険で

は要介護度に応じた給付の限度額が決まっているため，限度額で収まらないサ

ービスが必要だと判断した場合には，障がいのサービスも受けられるように調

整しています。 

（澤田委員長） 

 共生型サービスは，今，実際にどのぐらいの利用希望者がいて，実際にどのよ

うな利用状況になっているか，もし把握されているようであれば教えていただ

きたいのですが，いかがでしょうか。 

（事務局 田中） 

 共生型サービスについては，介護サービスの事業所が指定を受けるのは芦屋

健康福祉事務所ですが，障がいサービスの事業所と介護サービスの事業所の両

方とも，現時点では，指定はされていない状況です。 

共生型サービスは，地域共生社会の取組の重要な１つであると考えています

ので，届出があった際には指定ができるように条例の整備を行っております。今

後も周知は引き続き行っていきます。また，事業所から相談があった際には，制

度等について丁寧に対応していくつもりです。 

（澤田委員長） 

今のところはまだということですね。これからというところだと思います。恐

らく多くのニーズが出てきている，そのような声も前回お話の中にあったかな

と思いましたので，ありがとうございます。 

（和田委員） 

基本目標１－３のＢ，地域ケア会議に関して，地域課題として地域特有の課題，

芦屋での特有の課題，具体的にどのような課題が出てきたのか，教えていただい

てもよろしいでしょうか。 

（事務局 西田） 

芦屋特有の課題といえば，坂道が多い山手地区の高齢者の生活に係る課題が

よく挙がっています。買い物や，地震などの課題が個別のケースで共通した課題

として出てきているので，その改善に向けて，どのような施策ができるか検討中

です。 

 その他の芦屋特有の課題としては，早期に地域包括支援センターに相談いた

だける体制を目標としなければいけないという点です。抱え込まれて問題がな

かなか外に出ない特徴もあるので，早期に地域包括支援センターに相談いただ

ける周知・啓発を，さらに継続していきたいと思っております。 

 もう一点は認知症の課題です。認知症も同じく抱え込んでしまい，なかなか表

に出てこない点が課題です。やはり認知症当事者の方が意見，声を出しやすい環

境をつくっていくことが大事だと思います。実際，昨年から当事者の方のお声を
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聞かせていただくミーティングを開催し，そのお声からニーズを把握し，施策を

考えておりますので，芦屋特有の課題については，これからも引き続き，取り組

んでいきたいと思います。 

（澤田委員長） 

先ほどお話しいただいたように，地域特有の課題の中で，認知症の方の初期の

相談もなかなか少ないと報告の中にありました。やはり，地域包括支援センター

に相談しにくいなどの声があったということでしょうか。直接聞き取りをされ

たということですが，なぜであるかというところはいかがですか。 

（事務局 西田） 

市民の方から相談しにくいというお声はないですが，実際に地域包括支援セ

ンターが対応した時点で，すでに認知症がかなり進行している場合があり，早期

に相談いただけていない状況があると把握しています。 

（河野委員） 

認知症の人をささえる家族の会，あじさいの会の河野です。 

 認知症の家族の方が来られ，日頃の御苦労やしんどい思いを話されますが，そ

の中で地域包括支援センターを御紹介させていただくことも多々ありますので，

地域包括支援センターに相談したらよいということを知らない方も結構いらっ

しゃるのかなと思います。できるだけ認知症サポーター養成講座にて，地域包括

支援センターについて話をしたいと思っております。 

（谷委員） 

権利擁護支援センターの谷です。 

 ２点あります。基本目標１－６のＡ「認知症に関する正しい知識の普及・啓発」

の④小中学校等に認知症サポーター養成講座を実施されているということで，

この学校とは，特定の学校のどの学年なのか，公立の小学校の何年生以上に実施

しているものなのか，どれぐらいのスパンや内容で実施されているのか，お聞き

できればと思います。 

 もう１点が，Ｄの④若年性認知症の方の相談窓口であることを認知症ケアネ

ットに掲載されているものの，相談がほぼなく把握できていない状況にあると

いうことですが，医療機関との連携はこの間，何かあったかどうかをお聞きでき

ればと思います。 

（事務局 吉川） 

認知症サポーター養成講座については，こちらがターゲット層を決めること

ではなく，学校に御相談を持ちかけて，福祉学習の一環でしていただける場合に

は，学校が決められた福祉学習のターゲットの学年の方にさせていただいてい

るところです。 

 また，キッズスクエアという，放課後に子どもがいらっしゃるところには働き
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かけを行い，夏休みの間に行かせていただいて，サポーター養成講座を実施させ

ていただく形を取っています。繰り返しになりますが，こちらがここと決めるこ

とではなく，学校と御相談させていただきながら，定期的にしていただいている

小学校もありますし，中学校もございますので，そのような形で，まだ受けてい

ない層があれば，受けていただけたらということで行っております。委託を受け

ていただいている社会福祉協議会も福祉学習向けのチラシを作成し，学校に出

向いてＰＲをさせていただいております。 

（事務局 西田） 

若年性認知症の把握について，こちらも結果としてケースが非常に少ないと

感じております。もっと相談いただけるよう，まず相談機関の周知と，どのよう

なことができるのかを話し合う場，ネットワーク会議を作って，包括職員のスキ

ルアップ及び若年性認知症の対応を充実させていこうと考えております。 

 医療機関との連携ですが，兵庫医科大学附属病院に認知症疾患センターがご

ざいますので，そちらから各地域包括支援センターに若年性認知症の方の情報

は定期的に共有していただいている状況です。ただ，ほかの医療機関とより連携

していく必要があるので，そちらも周知，啓発が必要であると思っております。 

（岩本委員） 

施策の展開方法１－４のＢ「地域間の連携と情報共有の仕組みの構築」のとこ

ろで，地域発信型ネットワークという関係団体について教えていただきたいこ

とと，気づきのポイントチェックシートを作成し，見守りの強化に努めたと書い

てありますが，気づきのポイントチェックシートについて教えていただけませ

んでしょうか。 

（事務局 西田） 

地域発信型ネットワークの団体は，認知症ケアネットというものをあしや認

知症ほっとナビに掲載している，見守りネットに登録いただいている事業者様

との連携をイメージしております。 

（事務局 吉川） 

気づきのポイントチェックシートにつきましては，地域発信型ネットワーク

の中で作成させていただいたものとなっており，民生委員の方には社会福祉協

議会を通じてお配りさせていただいています。一般的に見守りといいますと，ど

うしても高齢者の方に偏りがちというのもあります。 

今回の評価委員会は高齢者の施策についてとなりますが，地域共生社会を考

えた際に，高齢者だけの見守りではなく，障がいのある方や，子ども，子育て中

の方等に関しましても，気になることがあれば，まずは福祉の総合相談窓口に御

相談くださいとお伝えできるような見守りの気づきの点です。 

例えば，いつも同じ服を着ている，新聞がたまっている等，そのような気にな
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ることをＡ４サイズの一覧表にまとめ，まずは関係機関で地域の見守りをして

いただいている方にお配りしているものになっております。 

 その活用については，別の会議で検討しており，ただいま専門機関向けのもの

を作成し発展させていき，地域全体で，市民の方も専門職の方もみんなで緩やか

な見守りをしていきながら，早期の発見に繋げていけたらということで活用を

始めております。 

（岩本委員） 

最近気がついたことですが，このような見守り関係で，芦屋市内の郵便局が，

認知症の方や心配な方が多いとのことで，民生委員に連絡があります。このよう

な地域発信型ネットワークに，郵便局も入れられたらどうかと思いました。 

（事務局 吉川） 

今，仰っていただいたように，市のほうには，新聞配達の営業所の方から，新

聞が溜まっていて気になるということでよく連絡をいただきます。郵便局も，山

手では，西山手高齢者生活支援センターと東山手高齢者生活支援センターとが，

年金日に相談窓口を設けるなどして，連携を取らせていただいておりますので，

岩本委員が言ってくださったように，広く地域の方と接しておられる事業所様

にはお声かけをさせていただき，少しずつ仲間といいますか，協力者を増やして

いきたいなと思います。貴重な御意見ありがとうございました。 

（澤田委員長） 

次の目標に移らせていただいて，よろしいでしょうか。 

 続いて，基本目標の２番目の説明をお願いできますでしょうか。 

（事務局 田尾） 

基本目標２は「社会参加の推進と高齢者のやすらぎあるまちづくり」を目標に，

各事業進捗しております。今回の説明では，主に充実と目標を掲げているところ

について，重点的に説明をさせていただきます。 

 まず，個別の説明に入る前に社会参加部門につきましては，令和２年３月頃か

らコロナ禍の影響を受けて，活動制限や施設の休館など大きく影響を受けた年

になりました。特に令和２年度では，４月から５月にかけて１回目の緊急事態宣

言や，令和３年の１月に２回目の緊急事態宣言が出るなど，過去にない状況とな

りました。コロナの影響は現時点ではなくなっていないため，社会参加が安心し

て行えるように支援等取り組んでまいりますので，御協力をお願いいたします。 

 それでは個別の説明をさせていただきます。２－１「生きがいづくりの推進，

自主的な活動の促進」についてのＡ「老人クラブ，あしやＹＯ倶楽部への活動支

援」についてです。こちらでは，目標として老人クラブの会員数の増加を掲げ，

ずっと進めているところではありますが，目標値３，１００人としておりました

ところ，令和２年４月１日時点で２，９２０人と目標値には届きませんでした。
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退会者数が大きく上回っているため減少傾向となっているわけですが，退会す

る人ばかりではなく，新規の会員も計画期間中は毎年１５０人以上増えており

ます。またこの計画の期間中に，令和元年度に高浜町１番地のまち開きに併せて，

新規に令和クラブという老人クラブが立ち上がったことは，会員数が減少傾向

の中，非常に素晴らしいことでした。 

 現時点ではコロナの影響により活動が制限されていることもあるため，さら

に会員数は減っている状況となっておりますが，これからも連携して，活発な活

動ができるように支援していきたいと思っております。 

 ２－１「生きがい活動支援の充実」のＢ「生きがいづくりの支援強化」につい

てです。高齢者生きがい活動支援事業，通称生きがいデイサービスについてです。

あしやの高齢者福祉と介護保険のパンフレットの４８ページに載っております

ので，もしお持ちの場合は見ていただけたらと思います。こちらの事業につきま

しては，主に社会福祉協議会，シルバー人材センターに委託して行っております。

内容としましては，体操やコーラス，囲碁のような活動を身近な場所で，高齢者

の方で集まり行うことで生きがいを増やすことを目的としております。生きが

いデイサービスについてもコロナの影響が大きく，参加人数は感染拡大前の半

分以下となりました。 

１回目の緊急事態宣言では全面的に中止となりましたが，介護予防の観点か

ら，２回目以降はリスクの低いものについてはガイドラインに従い，消毒の徹底

や定員を減らすなど感染予防対策をした上で行っております。これからも，まだ

まだ感染対策等で心配な部分はございますが，高齢者の方が身近な場所で気軽

に活動できるように，社会福祉協議会等と協力をしていきたいと思います。 

 ２－１のＣ「活動場所の充実」内の，老人福祉会館についてです。老人福祉会

館についても利用者数は年々減少しており，目標値と比べると厳しい結果とな

りました。さらにコロナウイルス感染症対策として，一時閉鎖期間や利用制限が

あったこともあり，利用者数が大きく減少した年になりました。現在の利用人数

も，高齢者の方が安心して活動できる場所となるように，扇風機の設置や，消毒

アルコールの設置，利用人数の制限を行って感染予防対策に努めております。 

 次に，２－２「就労支援の充実」のＡ「シルバー人材センターの充実」につい

ては，活動自粛の中でも会員数は維持されております。活動をより知ってもらう

ため，市役所北館の玄関横のスペースで，高齢者月間である９月にパネル展を開

催しております。これからも高齢者の就労の確保及び会員数を伸ばせるように

協力していきたいと思います。 

 ２－３「住環境の整備」のＣ「住環境整備の支援」についてはＡ判定とさせて

いただいております。既存住宅に手すりをつけるなど，バリアフリー住宅にする

場合，改造工事の一部を助成しておりますが，平成３０年度に比べ，令和元年度
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及び令和２年度の利用件数は大幅に増加しました。理由としましては，以前は浴

室やトイレなど改造場所ごとに助成上限額が設定されており，工事によっては

上限にひっかかり，助成額がもらえないことがありましたが，令和元年度から改

造場所ごとの助成上限額の撤廃により利用促進に繋がったことで，Ａ判定とし

ております。 

基本目標２につきましては，説明は以上となります。 

（澤田委員長） 

基本目標２につきまして御説明をいただきましたが，皆様から質問や御意見

がございましたら，お願いいたします。 

（河野委員） 

基本目標２－１のＣ「生きがい活動支援の充実」の「活動場所の充実」のとこ

ろで，各地区にある集会所を利用しやすいようにとの記載がありますが，集会所

の統廃合の話を耳にしているので，集会所が今ある場所から統廃合されてしま

うのは，地域にとってマイナスではないか，特に認知症高齢者の方にとって本当

に近いところにあるのが，すごく大きなポイントになってくると思います。 

お元気な方であれば，少々離れたところでも行っていただくことができます

が，やはり慣れ親しんだ，集会所という家庭的な雰囲気での活動はとても大事で

あると思っております。それが統廃合されるというお考えが市であることにつ

いて，福祉部としてどのように受け止めていらっしゃるのでしょうか。 

（事務局 浅野） 

福祉部としましては，市全体の財政状況という観点からいいますと，人口が減

少する中で，市の施設を現状のまま維持するのではなく，将来的には施設数を減

らしていくことも，検討しないといけないのではないかということもございま

すし，今，仰っていただいたような御意見ももちろん把握しているところですの

で，その辺りのバランスを考えながら，進めていくべきものだと考えております。 

（河野委員） 

しかし，現実には集会所の統廃合の話が出ていて，今までそこで活動されてい

た方が活動できなくなるのが，やはりお元気な方はいいですが認知症のことな

どいろいろ考えると，今まで活動してきた場がなくなるのはマイナスではない

か，逆行するのではないかというところで，市の御意見を伺いたかったというこ

とです。 

（澤田委員長） 

ここにはまだ記入されていないが，実態としては統廃合といいますか，閉じら

れる予定があるところもあるということですか。 

（事務局 浅野） 

統廃合ありきで進んでいるわけではございませんので，そういった御意見も
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踏まえながら，検討を進めているところかと思います。 

（澤田委員長） 

委員が仰ってくださったように，どうしても徒歩で行ける圏内にそのような

場所があるのが地域の方にとっては非常に重要で，その場所がなくなるとなか

なか行けなくなってしまうといった声があると思いますので，伝えていただけ

てよかったなと思います。 

（三宅委員） 

自治会連合会の三宅です。自治会連合会でも，集会所の話が出ています。実際，

今言われた理由で，このような問題は人数が少ないということではなく，あるい

は近くに集会所が統合することによって便利になるのであればいいですが，や

はり近くに住んでいる人たちにとっては，非常にマイナスを受けます。ですので，

自治会連合会は，そのような統合などはしないでください，という問題を提起し

ています。 

（澤田委員長） 

では、それ以外にいろいろと項目がございますので、ぜひ御意見がある方はお

願いいたします。 

基本目標２の「社会参加の促進と高齢者にやすらぎのあるまちづくり」の２－

１のＢ「市民活動団体の支援とあしや市民活動センター（リードあしや）の活動

推進」のところで，ＮＰＯ相談などの各種相談の件数について書かれており，６

０歳代以上の方の相談が増加していると記載されています。 

なぜ，６０歳代以上の方の相談が増えているのか，と疑問に思いましたので教

えていただければと思いますが，いかがでしょうか。 

（事務局 田尾） 

こちらの各種相談内容につきましては，チラシ作成方法やボランティア，助成

金など様々なものを行っているようですが，担当課に確認したところ，具体的に

は出てきませんでした。 

恐らく，イベントや活動などができない中で，これからの活動に備え，何かし

ようとする方が結構いらっしゃり，そのときにこちらの相談を受け付けていた

ので，参加していただけたのかなと思っております。 

（澤田委員長） 

よく分かりました。ＮＰＯなどの活動をされている人たちからの相談が，恐ら

く多かったということですね。活動ができない間に，どのようにすれば活動がで

きるだろうかなど，そのような今後のための相談ですね。 

（事務局 田尾） 

そうですね。ＮＰＯや実施グループかと思います。 

（澤田委員長） 
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ありがとうございます。よく分かりました。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 もしなければ，基本目標２については終了させていただいてもよろしいでし

ょうか。 

引き続き，基本目標３についての御説明を事務局，よろしくお願いします。 

（事務局 田中） 

 基本目標３「総合的な介護予防の推進」について説明させていただきます。 

 ３－１のＡ「一般介護予防事業の推進」について，こちらのさわやか教室につ

いての充実項目です。第８次計画期間中において教室の実施回数を増やしたた

め，前期計画に比べて利用者数が増加しております。さらに，初回と最終回に行

う基本チェックリストと体力測定の結果から，参加された方のフレイルリスク

の該当割合が低下しており，介護予防に一定の成果を上げることができたと考

えております。 

 ただし，新型コロナウイルス感染症の影響により，令和２年２月から事業の休

止や利用定員の縮小を行ったため，令和２年の単年の利用者数は減少しており

ます。休止となった期間についても，高齢者の方が自らフレイル予防，介護予防

に取り組めるように，自宅でできる体操の動画や紙での資料を作成し，芦屋市の

ホームページ上に公開したり，事業参加者へ郵送を行ったりすることで，できる

だけ体を動かす時間を取っていただくことや，人とつながる機会を作っていた

だくように周知を行いました。 

 ３－１のＢ「自立支援・重度化防止に向けた取組の推進」は新規項目ですが，

介護保険で生活援助中心型の訪問介護の回数が基準を上回る利用者のケアプラ

ンにつきまして，多職種で連携して協議するための会議を平成３０年度に立ち

上げております。また，この会議において，多職種の方から御意見をいただく機

会を新しく設けております。また，この場を活かしていく方法についても検討し，

介護給付適正化業務の一環として行っておりますケアプランチェックの対象者

の中からも，この会議に繋げていくことができるのではないかと考えておりま

す。 

 また，高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業に向け，健康保険，介護

保険及び健康部門の所管課においてプロジェクトチームを立ち上げ，保健事業

と介護予防の取組を一体的に対応できるよう協議し，今年度から事業を開始し

ております。 

 基本目標３－３「総合事業の推進と介護保険サービスによる予防給付」のＢ

「対象者の選定」についてです。こちらについては，介護認定審査会における要

介護認定の認定結果の是正に向け，委員の方々の任用期間ごとに研修会を行っ

ておりましたが，令和２年度はコロナ禍の中，委員全員にお集まりいただくこと
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が難しかったため書面開催とし，本市の認定状況や各合議体の認定結果の傾向

について資料を作成し，認定審査会委員に配布することで適正化に努めました。 

 基本目標３の説明は以上です。 

（澤田委員長） 

委員の皆様から質問，御意見などがありましたら，お願いいたします。 

（上住委員） 

基本目標３－１のＣ「介護予防センターの活用の促進」についてです。口腔ケ

アについては，既にしっかりとしたプログラム等々でやられていくことと思い

ますが，「高齢者が自らフレイル予防，介護予防に取り組めるよう」と，記載さ

れております。県知事も交代し，フレイルということをこれから取り組もうと仰

っておりましたが，オーラルフレイルについても，やはり同じように関心を持っ

て取り組んでいくと仰っております。フレイルという身体的なものだけではな

くて，口腔内のフレイル対策も介護予防に大いに役に立つかと考えております

ので，その辺のプログラムをまたしっかりと取り入れていただけるようにお願

いしたいと思っております。 

（事務局 田中） 

オーラルフレイルにつきましては，今年度から始めました高齢者の保健事業

と介護予防の一体的実施事業の取組の中でも実施をしており，重要性について

市民の方にお知らせしているところですが，今後さらに取り組んでいく必要が

あると考えております。 

（澤田委員長） 

貴重な御意見をありがとうございます。それでは，ほかにはいかがでしょうか。 

 評価とは関係のない質問ですが，体操の動画は今もホームページに掲載され

ているのでしょうか。 

（事務局 田中） 

芦屋ＰＴＯＴＳＴ連絡会のホームページから，ＹｏｕＴｕｂｅで見ることが

できるようになっております。 

（澤田委員長） 

ＹｏｕＴｕｂｅだとカウントが取られていると思いますが，実際にどれぐら

いの方々が視聴されて，自宅にいながら体操するなど，何か声を聞いておられた

ら教えていただきたいのですが，いかがでしょうか。 

（事務局 田中） 

再生回数は，現時点で６４０回御視聴いただいています。 

動画配信について行ったアンケート結果から，市民の方，御利用者様からは，

大変分かりやすかったということで御好評をいただいています。 

（澤田委員長） 
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芦屋市は介護予防において，運動トレーナーの方を無料で派遣されるなどの

取組をすごく積極的にされているイメージがありますので，もう少し周知すれ

ば，もっと皆さんがおうちで活用できるすごくいいもの，ソフトを作っておられ

るのかなと思いますので，ぜひ，周知いただければと思います。私も見てみます。        

ありがとうございます。 

（三宅委員） 

トレーナーつきで介護サービスをしているものがあると思います。それがあ

ちこちで広まっていることは分かったのですが，潮見集会所ではありませんで

した。喜楽苑でそのようなのをやっておられたので，それをここの潮見集会所で

やりませんかという話があり，話に乗りました。 

要するにＹｏｕＴｕｂｅの動画だけ見ていると物足りないということで，結

局トレーナーの方に来てもらったのですが，トレーナーには費用がかかってし

まいます。市のトレーナー派遣を使えば，会場は準備して，参加する人には無料

で，そこまでしてもらえるところが多いと思いますが，潮見集会所でスタートし

た時にはそのようなサービスがないままにやり出しました。 

そうするとトレーナーの費用は，参加した人が自腹で負担しないといけなく

なり月謝が結構重なってしまいます。別のマンションでは，それを無料でしても

らっている話も聞くので，何かいい方法はないでしょうか。 

（事務局 田中） 

芦屋市で実施しておりますトレーナー派遣事業につきましては，６５歳以上

の方が５人以上で構成されるグループにトレーナーを派遣する事業を行ってお

り，１年間は無料で派遣させていただいているものとなります。介護予防センタ

ーで受付をさせていただいておりますので，もしよろしければ，御利用していた

だけたらと思います。 

（三宅委員） 

今バックアップしてもらっている組織がもう一つよく分かっていないのです

が，そちらからの援助は，最初の年はトレーナーが無料で，半年間やってもらい

ました。後の半年間は出してください。しかし，それはそこの組織からは１年間

で３０，０００円の補助がありました。次の年は２５，０００円だけになります。 

ただ，その２５，０００円を１０人で割ると，月に二，三千円ぐらいです。トレ

ーナー費用はとてもその値段で収まっていないので，やはり個人の負担にかか

ってきます。なので，組織によっては完全に無料になる支援団体はあるかもしれ

ませんが，今紹介を受けたのがそのようなところです。 

（事務局 吉川） 

今，仰ってくださっているのは，介護予防・通いの場づくり事業のことだと思

います。あしやの高齢者福祉と介護保険のパンフレット，３８ページを御覧いた
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だけますでしょうか。 

恐らく，トレーナー派遣事業などを使われて，その後，自主的にグループを継

続されることになった際に，市としましては，いきなり御自身たちで費用を全て

賄ってされるのは，なかなか御苦労があるだろうということもあり，まず活動を

始めるためのきっかけづくりであるとか，費用面の負担を少しでも助成できる

ものがあればということで，平成２９年だったかと思いますが，こちらの事業を

開始させていただいております。 

 実際，パンフレットに年間２５，０００円と書いてあります。今，仰っていた

だきました月２回以上活動をされる場合には，年間２５，０００円こちらから助

成をさせていただいております。１年目に関しましては，これにプラス５，００

０円の，計３０，０００円の助成をさせていただき，２年目は２５，０００円に

なります。 

ただし，こちらも予算の限りがありますので，２年限りでさせていただいてお

り，３年目以降からは自走といいますか，御自身たちでしていただく形で，何と

か活動を続けていただけないかということで作っているものです。 

 実際，２年以降，３年目からどのように活動していこうかという御相談をお受

けさせていただくこともありますので，その点に関しましては，それぞれの地域

の支え合い推進員という自主グループの活動を応援させていただくための専門

の職員がおり，その方々が，例えば活動の内容によっては，別のところでしてお

られる助成事業で利用できるものがあれば情報提供させていただいたりという

形で，資金的なところでも御相談に乗らせていただいたりしております。 

 また，安価で来てくださる先生を見つけてきていただき，調整させていただく

ということもしています。どうしてもこの先生となると，その先生の活動費にな

りますので費用が高くなりますが，先生の中には，高齢者の方のためであれば安

価でも，というトレーナー業務をしておられる先生もいらっしゃいますので，そ

のような方の情報も，支え合い推進員が集めながらしていただいております。 

潮見であれば，喜楽苑の増原さんが地域支え合い推進員として役割を担って

いただいておりますので，そちらに御相談をしていただければ，そのような人材

も御調整いただけます。 

 また，会場費も集会所を借りると費用がかかりますので，安価でも少し借りら

れる所がないかなど，御相談に乗っていただくことができるかなと思います。 

 活動を継続していくために，なかなかお金がずっと続かないという御意見を

いただいているのはほかにも聞いており，何とかできないかなと思いますが，や

はりずっとずっとこちらもできませんので，ソフト面でのフォローで継続でき

るように一緒に考えさせていただけたらと思っておりますので，よろしくお願

いいたします。 
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（谷委員） 

基本目標３－３のＢ「対象者の選定」の③で，認定結果も通知されていて，問

い合わせがあれば，ということですが，誰からどのような内容の問い合わせが多

いのか，分かる範囲でお答えいただけたらありがたいです。 

（事務局 田中） 

認定結果の問い合わせにつきましては，認定を受けられた被保険者の方や，被

保険者の方から相談を受けたケアマネジャーの方からの問い合わせがあります。

問い合わせの内容としましては，認定の結果について，自分が思っていた要介護

状態区分と少し違うことや，要介護認定における基準や定義とケアマネジャー

の方が普段の生活から感じる状態は必ずしも一致しないので，もう少し重い判

定が出ると思っていたが，どうしてこのような結果なのか，という問い合せがあ

ります。 

（谷委員） 

関係者の方と御家族から，そのような不満があるのかなと思っていたのです

が，それは丁寧に説明されて，納得していただくように努めるところでしょうか

ね。 

（事務局 田中） 

御家族の方は介護保険制度等について詳しくない方も多くいらっしゃいます

ので，行政としましては制度や基準を丁寧に説明することで，御理解をいただく

ようにしているところです。 

（柴沼委員） 

以前何かの会議でお話ししたことがあるのですが，誤嚥の問題です。前に市役

所で説明をしていただいたことがありましたが，これは具体的に私どもも進め

ようと思い，この間，単独の老人会ですが，誤嚥のテーマで話してもらい訓練す

る方法を教えてもらいました。どんどん広めていこうと，老人会でこれを徹底し

てやろうかと，今考えて進めております。 

 もう一つ，先ほどから出ている体操の問題ですが，老人会では体操をすること

で１年に２０，０００円の援助を受けています。私のところは，前から太極拳を

ずっと続けていますが，太極拳をするだけではなく，人がより集まって，高齢者

が楽しく話し合える時間を設けており，２０年近く続いております。 

やはり出る機会を与え，お互いに話し合うことで，皆さんの状態やニュースも

聞けます。これは非常に役立っておりますので，このようなものはずっと続けた

いなと思っております。 

（澤田委員長） 

介護予防という形ではないですが，やはり老人クラブへの参加，機会が皆さん

にとっての地域とのつながりや生きがいづくりへも繋がっており，また誤嚥予
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防にも取り組まれているということですね。御報告いただき，ありがとうござい

ました。 

（和田委員） 

基本目標３－３のＡ「総合事業の推進」で，これまでに，２７０人が受講した

という部分ですが，生活支援型訪問サービス，需給バランスとしては，十分供給

量を確保できているということでよろしいでしょうか。今後の見通しとしても，

過不足感としてはもっともっと必要なのか，その辺の需給バランス過不足感と

して，どのように評価されていますでしょうか。 

（事務局 浅野） 

芦屋市では訪問サービスにつきまして，今のところ特に調整ができないとか，

御利用できないというお声はありませんので，今，充足しているのかなと思って

おります。総合事業が始まるときに，やはり担い手を確保しないといけないこと

がありましたので，芦屋市内の中で，担い手として非常に規模の大きいシルバー

人材センターにもお声かけをし，訪問サービスを担っていただく形で制度設計

しておりますので，きっちりと供給量も確保しながら，移行できたのかなと思っ

ております。 

また，研修も毎年実施しており，順調に担い手になっていただく方も増えてい

る状況だと考えております。 

（瀬尾委員） 

これは芦屋市でのことではなく私の友達のことですが，私ぐらいの親といえ

ば相当の年です。私の友達は在宅で介護をしていたのですが，どうにもならなく

なり介護保険の認定を受けたところ，在宅のリハビリサービスなどを利用する

と介護度が下がった事例がありました。「年寄りで良くなるはずがないのに，下

がるってどういうことなのか」と言うのです。私が「普通，病気をしてよくなっ

たらよかったねと言うのに，介護保険の認定はよくなったらなぜ文句を言うの

か。」と言ったことがあります。 

芦屋ではめったにないことかもしれないですが，介護認定の認定度が５から

４になったりしたときは，よく頑張って良くなられましたね，という言葉１つ添

えていただければ，なぜなのかという不満は出ないのではないかと思います。よ

その市のことを言って悪いですが。 

（澤田委員長） 

今の認定の話，本当に高齢者になられますと，やはり介護の手間の時間数で介

護度が下がってしまうことがあります。例えば，お口からお食事ができなくなっ

てしまい胃瘻などにされると，お食事時間が随分短くなってしまうので，それに

よって介護度が５から４に下がってしまうなど，少しおかしいなと思うような，

逆転するような状態も実際には起こることがあります。 
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今，仰っていただいたように，リハビリなどで頑張って少し介護度が下がった

ということであれば，本当は喜んでというところでしょうが，その辺りを少しお

伝えするときに，担当の方からのお伝えの仕方や，実際それによりサービスが使

えなくなるようなことはないですよと，きちんとご理解いただければ，受け入れ

ていただきやすいのかなと思いながら，お聞きしておりました。 

（瀬尾委員） 

恐らく，私が感じたのは，下がることによって利用できるサービス量が減ると

いうことで，家族にとったら不安に思われたのかなと思います。しかし，実際に

それまで脳梗塞の後遺症などで動きにくかったのが動きやすくなったと具体的

に説明して，頑張ったね，よかったねと言われたら，家族の人も，ああ，そうな

のかなと思うのではないかな，と思い申し上げました。 

（事務局 田中） 

要介護度が低くなることで給付の限度額が下がり，今まで利用されていたサ

ービスが受けられなくなることで，御家族の方の負担に繋がる可能性がありま

す。その結果として，御家族の方の仕事の都合で，素直に体の状態の改善を喜べ

なくなってしまうような状況もあるかと思われます。 

介護度が改善したことについては，ケアマネジャーを通して，御説明をしっか

りしていただくことを検討していきたいと思います。 

（澤田委員長） 

ほかに何か御意見等ありましたらお願いします。 

 それでは，基本目標４の説明をお願いします。 

（事務局 田中） 

 基本目標４について御説明させていただきます。 

 ４－１「介護給付適正化の推進強化」のＡ「給付適正化計画の策定」について

です。こちらは，昨年度から引き続き達成割合をＡ評価としております。給付適

正化計画については，介護保険事業計画において５つの主要事業を定めており，

それぞれ１年ごとに目標値を設定しております。こちらについては，平成３０年

度から令和２年度の３年間を通して，全ての項目において目標値を達成するこ

とができております。 

 ４－２「要介護認定の適正化の推進」のＢ「介護認定審査体制の充実」につい

て，こちらもＡ評価としております。認定審査会の委員の方向けに先ほどの基本

目標３でも説明しました，研修以外にも兵庫県が実施する審査会の適正研修に

参加していただき，認定調査の定義などの理解を深めていただくとともに，要介

護認定の有効期間延長に対応するように方針の説明を行い認定審査会の平準化

に向けて取り組みました。 

 ４－５「介護保険サービスによる介護給付」のＡ「医療系サービスとの連携」



 21 

についてです。コロナ禍の中，御利用者でコロナウイルスの濃厚接触者に該当す

る方がいらっしゃった場合の対応について，事業者の方と連携ができるように

夜間や休日の連絡先を共有したり，濃厚接触者の方の訪問時の対応や注意点に

ついて，県や国からコロナウイルス対策に関する情報をお伝えしたりして，事業

継続のために連携を図りました。 

 さらに，市内の介護保険事業所に対して，マスクや手袋などの衛生資材の提供

や，デイサービスなどの介護サービスの利用が控えられたことで，収入が減少し

た事業所への補助金の支給に取り組みました。 

 ４－５のＣ「介護人材の確保」について，第８次計画期間中の新規事業として，

平成３１年度より市内の介護保険事業所に勤務する介護職員の初任者研修及び

実務者研修の受講費用の一部を補助しております。こちらの事業については，研

修費用の一部補助を行うことで，市内の介護職員の新たな人材の発掘や早期の

離職防止を図り，介護サービスの質の向上，利用者のサービス満足度の改善を目

的としており，芦屋市のホームページや広報で事業の周知を行うことで，多くの

方に御利用いただくことができました。 

 基本目標４の説明は以上です。 

（澤田委員長） 

基本目標４につきまして，皆様から御質問，御意見などありましたら，お願い

いたします。 

 御説明がなかったところですが，基本目標４－６のＢ「市営住宅等大規模集約

事業の予定地における福祉施設の検討」のところです。 

地域密着型のサービスなどされている社会福祉複合施設「高浜町ライフサポ

ートステーション」を平成３０年にオープンされ，Ａと評価されております。実

際に地域密着型については，開設にあたり人材不足や，実際サービス利用者がど

れぐらいいるのかとの点で，なかなかオープンできなかったのかなということ

が書いてありました。今開設されて３年目ですが，実際にどのような状況なのか，

教えていただければと思います。 

（事務局 田中） 

こちらにつきましては，定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業についても

実施していただいておりますが，なかなか利用が伸びていないような状況です。 

（事務局 浅野） 

補足ですが，こちらのサービスにつきましては，なかなか利用が伸びないとい

う面が実際にございます。ケアマネジャーのサービスに対する理解を進める必

要もございますので，ケアマネジャーが集まるような，介護サービス調整会議な

どでサービスについての御説明をさせていただき，サービスへの理解を進める

ように努めているところです。 
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（澤田委員長） 

地域密着型のサービスは非常に重要なサービスで，自分たちの生活に近いと

ころで利用できる，これから地域包括を支えていく上で核となるような位置づ

けだと思いますが，なかなか利用されにくいのはなぜなのか，というところを分

析されていますでしょうか。 

（事務局 田中） 

定期巡回サービスにつきましては，ケアマネジャーの理解，知識がまだまだ不

十分なところがあるのかなと思っております。例えば運営推進会議やサービス

調整会議の場で芦屋市からも説明を行ったり，研修に参加していただいたりし

て，御理解いただくように取り組んでいく必要があると思っております。 

（澤田委員長） 

定期巡回はどこも，すごく苦労されているので理解できます。 

 では，ほかにいかがでしょうか。 

（谷委員） 

基本目標４－２のＢ「介護認定審査体制の充実」の①と②の平準化を図るとこ

ろで，実際その認定結果が平準化されているかの評価は，どのようにされている

のでしょうか。 

（事務局 田中） 

２年に１度，この認定審査会委員の任期があり，そのタイミングで各合議体の，

例えば重度変更や軽度変更のデータ等を参考に皆さんに御説明をしております。 

（谷委員） 

各合議体での評価を踏まえて，さらにその次の平準化に生かしていくという

ことでしょうか。 

（事務局 田中） 

データ比較を行っている目的として，委員の方に今の状況を御理解いただき，

審査について考える場にしていただければと思っております。 

また，兵庫県の研修を利用し，理解を深めていただくということで取り組んで

おります。 

（上住委員） 

今，言われた平準化ですが，もともと認定調査票の様々な項目を基にコンピュ

ーターが１次判定として介護度を判定します。そして特記事項，その他を見なが

ら，認定審査会では審査をさせていただきます。 

審査会の審査で大幅に介護度が変わるときは，それなりの理由を必要としま

すが，コンピューター判定の結果が大体合っているように私たちは思っており

ます。 

 平準化は，例えば認定期間のことで言いますと，６か月から４８か月の認定有
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効期間を決定できますが，ある程度症状が固定しているようであれば，長い期間

の有効期間を決定します。芦屋の場合は合議体が８つありますが，各合議体によ

って少しばらつきが出るというようなことがありますので，当然，事務局から，

有効期間や判定の割合など，ある程度指摘されます。それにより，ある程度皆さ

ん同じような考え方で，このような場合はこうするのが望ましいということが

あれば，当然，こちらとしては取り入れ，なるべく指摘通りにしようとしており

ます。 

 また，１つ良い点は，ほかの市では当日に認定審査会資料を渡されるところも

ありますが，芦屋市の場合は１週間程前に資料を頂けており，各委員がしっかり

と読み込むことができる状況ですので，なるべくそのようにすることによって，

正しい判定ができるようにと心がけております。 

 なので，平準化については，年に１回市の研修もあり，また事務局から資料も

頂けていますので，それにより，偏りは少なくはなっていると自分自身は感じて

おります。 

（澤田委員長） 

 市によって認定審査会はいろいろ違うやり方があるかもしれませんが，基本

的には全国一律の基準で認定審査会の運営は要請されており，今，仰っていただ

いたような方法を芦屋では採られているとのことで，非常によく分かりました。 

 芦屋市で，研修以外にもデータ分析をし，合議体ごとにどれぐらい重度化判定

に変更しているか出しているということですので，合議体ごとの違いはあるが，

実際に所属している合議体の方は，うちの合議体は少し重く変更する傾向があ

るなど，再考されながら，合議体の中で進めておられるのではないかと思います。  

どうもありがとうございました。 

 最後の目標に関する御説明になりますので，まだもう少しという意見がござ

いましたら，お話しいただければと思いますが，よろしいですか。 

 もしなければ，ここまでにさせていただきたいと思いますが，よろしいでしょ

うか。 

 全ての項目評価を見ていただきました。特に達成割合等についての変更はな

く，今回頂いた評価についての，皆様からの御意見や御質問について，様々な提

案もございました。ありがとうございます。時間どおりしっかりと皆さんの御意

見をお伺いすることができました。 

今日，お伺いする中でも，芦屋市自身は非常に様々な取組をされていて，なお

かつそれぞれの専門職の方たち，医療関係の方，福祉職の方，また地域で活動さ

れている様々な団体活動の方たちが，それぞれいろいろな活動を熱心にされて

いることは，他の市から来ている私としましても，非常に感じるところでありま

す。 
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 一方で，市を含めた専門の方たちが，とてもいろんな取組をしているにも関わ

らず，なかなか地域の実際の市民の方，実際に地域で社会の中に参加したいと思

っている高齢者の方や，取組をしている自治会の方，老人会の皆様など，そのよ

うな方たちが情報にうまくアクセスできていなかったり，上手く伝わっていな

かったりします。冒頭の民生委員さんがどなたか分からないというお話のとこ

ろでも，情報は出ているが，それが少し上手く伝わっていなく，一番身近なとこ

ろでよく知っている，以前からやっていた方で，瀬尾委員のところに頼ってこら

れたというお話がありました。その辺り，どうしても情報に格差でしょうか，地

域の方はなかなか情報を持っておられないということも，今日お伺いしていて

実感しました。 

 この地域包括ケアのシステム，これで半分折り返しを過ぎてきているのです

が，その中で一番核となって，目玉といいますか，地域包括支援センターが重要

な役割を期待されているわけです。地域包括支援センターが地域の中で様々な

相談を受け，サポートをしていく役割を持っているが，そこをまだ知らない方も

いる。そこがいろいろな機能を持っているし人材もおられるが，早期の相談にま

だ結びついていないところをお聞きすると，地域包括支援センターに相談して

いいということが上手く伝わってないのではないか，頼れる場所という感じが

まだないのではないかなと，正直感じております。 

 そのような声を上手く拾ったり，つないだりというところが，もちろん芦屋市

の役割でもあるのですが，今日，参加いただいている様々な団体の皆様は，そこ

でつないでくださる，パイプ役としてすごく期待されているなということで，ぜ

ひ引き続き御活躍をお願いしたいなと思いながら，お聞きしておりました。 

 今日の評価を聞かせていただき，いろいろな課題も見つかりましたが，コロナ

禍で，この１年特に活動がなかなかできない中でも，様々な活動に取り組もうと

いう動きも見られます。高齢者になったばかりの６０歳代の方々がどのような

活動ができるかなということで，いろいろ相談もされている状況も分かってき

ましたので，そのような活動がどんな形でできるかも，ぜひ，これからも市とし

てもサポートしていただきたいですし，相談にも乗っていただければなと思っ

ております。 

 以上で，まとめとさせていただきたいと思います。今回，これで第８期の評価

を終了させていただきたいと思います。また引き続き，次回は第９期になってく

るかと思います。 

 その他について，事務局から何かございましたらお願いいたします。 

（事務局 浅野） 

皆様，本日は活発な御協議，ありがとうございました。 

 今回は，平成３０年度から始まった第８次計画の評価をいただきました。委員
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の皆様におかれましては，来年の７月末をもちまして，３年間の任期の終了とな

ります。次回の評価委員会は来年の８月以降の開催を予定しておりますので，委

員の皆様による御審議は本日が最後となります。３年間ありがとうございまし

た。 

 評価委員会でいただいた御意見も踏まえて，策定いたしました令和３年度か

らの計画，第９次芦屋すこやか長寿プラン２１につきましては，本日，お手元に

配布いたしております。既に策定委員会の委員でもいらっしゃる方については，

郵送にてお配りしておりますので，御不要でしたら，そのままテーブルに置いて

お帰りいただければと思います。 

 来年の評価委員会では，新たな計画に基づきまして，令和３年度の取組状況を

評価していただくこととなります。次期委員につきましては，各団体からの御推

薦に基づき新しい委員を委嘱してまいります。各団体におかれましては，事務局

から改めて委員の推薦等を御依頼させていただきますので，御協力のほど，どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上です。 

（澤田委員長） 

それでは，この３年間任期を満了していただきました委員の皆様，どうもあり

がとうございます。長い時間になってしまいましたが，本日，活発な議論をいた

だきまして，感謝申し上げます。 

 これで，令和３年度芦屋すこやか長寿プラン２１評価委員会を終了いたしま

す。どうもありがとうございました。 

 


